
 
 

広
島
県
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
  

 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
三
十
六
号 

 
 

 

広
島
県
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を 

 
 

 

改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
広
島
県

条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（
定
義
）

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
接
待
風
俗
営
業
」
と
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
営
業
を
い
う
。

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
は
、
法
第
二
条
第
六
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又

は
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
を
い
う
。

３ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
風
俗
案
内
」
と
は
、
有
償
又
は
無
償
で
行
う
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
行
為
（
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
当
該
営
業
に
関
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。

）
を
い
う
。

 

一 

特
定
の
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
に
係
る
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

情
報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

 
 

イ 

客
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
接
待
（
歓
楽
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
方
法
に
よ
り
客
を
も
て
な
す

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
客
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
特
殊
役
務
（
異
性
の
客

の
性
的
好
奇
心
に
応
じ
て
そ
の
客
に
接
触
す
る
役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容

 
 

ロ 

接
待
又
は
特
殊
役
務
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
事
項

 
 

ハ 

客
が
接
待
又
は
特
殊
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
時
間

 
 

ニ 

客
が
す
る
こ
と
の
で
き
る
遊
興
又
は
飲
食
に
関
す
る
事
項

 
 

ホ 

客
が
支
払
う
べ
き
料
金

 

二 

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
条
件
を
指
定
し
て
、
当
該
条
件
に
合

致
す
る
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
、
事
務
所
又
は
受
付
所
（
法
第
三
十
一
条

の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
受
付
所
を
い
う
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、

所
在
地
又
は
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
求
め
に



応
じ
、
当
該
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

 

三 
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
の
客
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
、
当
該
営
業
の
営
業
所
若
し

く
は
受
付
所
又
は
当
該
営
業
を
営
む
者
が
指
定
す
る
場
所
に
送
り
届
け
る
こ
と
。

 

四 

接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
の
客
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
を
当
該
営
業

の
営
業
所
若
し
く
は
受
付
所
又
は
当
該
営
業
を
営
む
者
が
指
定
す
る
場
所
に
送
り
届
け
る
者
と
待
ち

合
わ
せ
る
た
め
の
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
。

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
の
客
と
な
ろ
う
と
す
る

者
の
た
め
、
当
該
営
業
を
営
む
者
か
ら
接
待
又
は
特
殊
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
代

理
し
て
契
約
を
締
結
し
、
媒
介
を
し
、
又
は
取
次
ぎ
を
す
る
こ
と
。

４ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
風
俗
案
内
業
」
と
は
、
風
俗
案
内
を
行
う
た
め
の
施
設
（
以
下
「
事
業
所
」

と
い
う
。
）
を
設
け
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
風
俗
案
内
を
行
う
事
業
を
い
う
。

 

第
十
五
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

 

第
十
四
条
第
三
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と

し
、
同
条
第
二
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中

「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一

号
を
加
え
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

 

一 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
台
帳
を
備
え
ず
、
又
は
こ
れ
に
必
要
な
記
載
を
せ
ず
、
若

し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者

 

第
十
三
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

一 

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の 

に
限
る
。
）
を
し
な
い
で
風
俗
案
内
業
を
行
っ
た
者

二 

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
を
し
な
か
っ
た
者

三 

第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
虚

偽
の
届
出
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
た
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

を
し
た
者

第
十
三
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
五
号
又
は
第
六
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
又
は
第

七
条
第
一
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
二
条
又
は

第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
五
号
」
を
「
第
七
条
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
七
条
と
す
る
。

 

第
十
一
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。



 
第
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
「
停
止
」
の
下
に
「
又
は
廃
止
」
を
加
え
、
同

条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

 

第
八
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
事
業
廃
止
命
令
）

第
十
三
条 

公
安
委
員
会
は
、
事
業
者
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
が
判
明

し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
者
が
行
う
当
該
風
俗
案
内
業
の
廃
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
。

 

二 

第
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

 

三 

本
人
又
は
役
員
等
が
、
現
に
広
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
広
島
県
条
例
第
三
十
七

号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

第
七
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
六
条
を
第
十
条
と
し
、
第
五
条
を
第
九
条
と
す
る
。

 

第
四
条
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
日
出
時
ま
で
の
時
間
に

お
い
て
、
事
業
所
」
を
「
事
業
所
」
に
改
め
、
「
利
用
者
」
の
下
に
「
（
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特

殊
営
業
に
係
る
第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
係
る
情
報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第

三
号
中
「
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
」
を
「
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
二

」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

 

一 

広
島
市
中
区
薬
研
堀
一
番
街
区
、
四
番
街
区
、
五
番
街
区
及
び
八
番
街
区
並
び
に
同
区
弥
生
町
三

番
街
区
及
び
六
番
街
区
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
を
除
く
。
）
以
外
の
地
域
に
お

い
て
、
性
風
俗
特
殊
営
業
に
関
し
、
風
俗
案
内
を
行
う
こ
と
。

 

二 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
営
ま
れ
て
い
る
接
待
風
俗
営
業
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一

項
の
規
定
若
し
く
は
法
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
営
ま
れ
て
い
る
性
風
俗
特
殊
営
業
に

関
し
、
風
俗
案
内
を
行
う
こ
と
。

 

第
四
条
に
次
の
二
号
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

 

九 

接
待
風
俗
営
業
の
営
業
所
に
お
い
て
卑
わ
い
な
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
事
項

を
利
用
者
に
告
げ
る
こ
と
。

十 

卑
わ
い
な
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
接
待
風
俗
営
業
に
関
し
、
風
俗
案
内
を
行
う
こ
と
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
風
俗
案
内
受
託
時
の
許
可
証
等
の
確
認
等
）

第
八
条 

事
業
者
は
、
接
待
風
俗
営
業
を
営
む
者
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
か
ら
事
業
所
で
行
う



風
俗
案
内
を
受
託
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
営
業
を
営
む
者
が
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

事
業
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
台
帳
を
備
え
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
同
項
の
営
業
を
営
む
者
に
係
る
氏
名
又
は
名
称
、
営
業
の
種
別

そ
の
他
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
代
表
者
」
の
下
に
「
及
び
役
員
」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
名
義
貸
し
の
禁
止
）

第
六
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
自
己
の
名
義
を
も
っ
て
、
他
人
に
風
俗
案
内

業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

 

（
禁
止
地
域
）

第
三
条 

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
地
域
（
上
空
及
び
地
下
の
空
間
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
風
俗
案
内

業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

一 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及
び
準
住
居
地
域

 

二 

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
商
業
地
域
（
以
下
「
商
業
地
域
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
街
区
及
び
そ
れ
ら
の
街
区
に
接
す
る
道
路
の
部
分

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
地
域
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
敷
地
の
周
囲
か
ら
、
当
該
施

設
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
の
区
域
内
の
地
域

 
 

 

施

設

距

離

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
第

三
十
八
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設

二
百
メ
ー
ト
ル

平
和
記
念
公
園
（
広
島
市
中
区
大
手
町
一
丁
目
十
番
街
区
及
び
同
区
中
島
町

一
番
街
区
（
平
和
大
通
り
の
北
側
の
路
端
よ
り
北
の
部
分
に
限
る
。
）
）

二
百
メ
ー
ト
ル

商
業
地
域
に
所
在
す
る
も
の

七
十
メ
ー
ト
ル

図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
図
書
館

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
近
隣
商
業
地
域
（
以
下

「
近
隣
商
業
地
域
」
と
い
う
。
）
に

所
在
す
る
も
の

八
十
メ
ー
ト
ル



商
業
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域
以
外

の
地
域
に
所
在
す
る
も
の

百
メ
ー
ト
ル

商
業
地
域
に
所
在
す
る
も
の

二
十
メ
ー
ト
ル

近
隣
商
業
地
域
に
所
在
す
る
も
の

三
十
メ
ー
ト
ル

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
病
院
又
は
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
診
療
所
（
四
人
以
上
の
患
者

を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）

商
業
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域
以
外

の
地
域
に
所
在
す
る
も
の

五
十
メ
ー
ト
ル

２ 

前
項
の
規
定
は
、
現
に
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
風
俗
案
内
業
を
行
っ
て
い
る
者

の
当
該
事
業
所
の
所
在
地
が
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
新
た
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
当

該
風
俗
案
内
業
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
一
年
間
は
、
適
用
し
な
い
。

 

（
欠
格
事
由
）

第
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
風
俗
案
内
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

一 

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

 

二 

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
て
一
年
未
満

の
懲
役
若
し
く
は
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

 
 

イ 

第
十
七
条
第
一
項
の
罪

 
 

ロ 

法
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
条
第
一
項
（
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
罪

 
 

ハ 

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
条
の
罪

 
 

ニ 

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
五
条
又
は
第
六
条
の
罪

 
 

ホ 

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年

広
島
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
、
同
条
第
二
項
、
同
条
第
三
項
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
、
同
条
第
四
項
又
は
同
条
第
五
項
の
罪

 

三 

最
近
五
年
間
に
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

 

四 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
又
は

暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

 

五 

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

 

六 

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者

 

七 

法
人
で
、
そ
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を



い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
役
員
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
に
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の 

 

別
表
中
「
（
第
四
条
関
係
）
」
を
「
（
第
七
条
関
係
）
」
に
、
「
胡
町
一
番
街
区
か
ら
五
番
街
区
ま
で
、

銀
山
町
、
新
天
地
一
番
街
区
、
六
番
街
区
及
び
七
番
街
区
、
田
中
町
、
流
川
町
、
西
平
塚
町
、
堀
川
町
一

番
街
区
か
ら
四
番
街
区
ま
で
、
三
川
町
一
番
街
区
、
八
番
街
区
及
び
九
番
街
区
、
薬
研
堀
並
び
に
弥
生
町

」
を
「
銀
山
町
五
番
街
区
か
ら
十
七
番
街
区
ま
で
、
胡
町
二
番
街
区
及
び
三
番
街
区
、
堀
川
町
一
番
街
区

か
ら
三
番
街
区
ま
で
、
新
天
地
七
番
街
区
、
流
川
町
、
薬
研
堀
、
弥
生
町
、
西
平
塚
町
並
び
に
田
中
町
一

番
街
区
か
ら
四
番
街
区
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
表
を
別
表
第
二
と

す
る
。

 

備
考 

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
に
よ
っ
て
表
示
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。

 

附
則
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

 

一 

広
島
市
中
区
基
町
六
番
街
区
及
び
十
一
番
街
区
か
ら
十
三
番
街
区
ま
で 

二 

広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
番
街
区
、
四
番
街
区
か
ら
六
番
街
区
ま
で
、
十
二
番
街
区
及
び
十
四
番
街

区
か
ら
十
六
番
街
区
ま
で 

三 

広
島
市
中
区
鉄
砲
町
一
番
街
区
、
二
番
街
区
、
五
番
街
区
か
ら
八
番
街
区
ま
で
及
び
十
番
街
区 

四 

広
島
市
中
区
幟
町
十
三
番
街
区
か
ら
十
五
番
街
区
ま
で 

五 

広
島
市
中
区
橋
本
町
九
番
街
区
か
ら
十
一
番
街
区
ま
で 

六 

広
島
市
中
区
銀
山
町
一
番
街
区
か
ら
四
番
街
区
ま
で
及
び
十
八
番
街
区 

七 

広
島
市
中
区
胡
町
一
番
街
区
及
び
四
番
街
区
か
ら
六
番
街
区
ま
で 

八 

広
島
市
中
区
堀
川
町
四
番
街
区
及
び
五
番
街
区 

九 

広
島
市
中
区
立
町
一
番
街
区
及
び
二
番
街
区 

十 

広
島
市
中
区
紙
屋
町
一
丁
目
一
番
街
区
か
ら
三
番
街
区
ま
で 

十
一 

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
街
区
か
ら
三
番
街
区
ま
で 

十
二 

広
島
市
中
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
街
区
及
び
二
番
街
区 

十
三 

広
島
市
中
区
大
手
町
二
丁
目
一
番
街
区
、
七
番
街
区
、
八
番
街
区
及
び
十
番
街
区
か
ら
十
二
番

街
区
ま
で 

十
四 

広
島
市
中
区
大
手
町
三
丁
目
一
番
街
区
か
ら
三
番
街
区
ま
で
、
七
番
街
区
、
八
番
街
区
及
び
十

三
番
街
区 

十
五 

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
一
番
街
区
及
び
七
番
街
区 



十
六 

広
島
市
中
区
大
手
町
五
丁
目
一
番
街
区 

十
七 

広
島
市
中
区
本
通
六
番
街
区
及
び
七
番
街
区 

十
八 
広
島
市
中
区
新
天
地
一
番
街
区
、
二
番
街
区
、
五
番
街
区
及
び
六
番
街
区 

十
九 

広
島
市
中
区
東
平
塚
町
四
番
街
区
、
五
番
街
区
、
十
番
街
区
、
十
二
番
街
区
及
び
十
三
番
街
区 

二
十 

広
島
市
中
区
田
中
町
五
番
街
区
及
び
六
番
街
区 

二
十
一 

広
島
市
中
区
三
川
町
一
番
街
区
、
二
番
街
区
及
び
七
番
街
区
か
ら
十
番
街
区
ま
で 

二
十
二 

広
島
市
中
区
袋
町
三
番
街
区
か
ら
五
番
街
区
ま
で 

二
十
三 

広
島
市
中
区
中
町
七
番
街
区
か
ら
十
番
街
区
ま
で 

二
十
四 

広
島
市
中
区
小
町
一
番
街
区
か
ら
四
番
街
区
ま
で 

二
十
五 

広
島
市
中
区
富
士
見
町
一
番
街
区
か
ら
四
番
街
区
ま
で 

二
十
六 

広
島
市
中
区
宝
町
一
番
街
区 

二
十
七 

広
島
市
中
区
鶴
見
町
一
番
街
区
か
ら
四
番
街
区
ま
で 

二
十
八 

広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目
三
番
街
区
、
四
番
街
区
及
び
六
番
街
区 

二
十
九 

広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
二
丁
目
三
番
街
区 

三
十 

広
島
市
中
区
中
島
町
二
番
街
区
か
ら
四
番
街
区
ま
で 

三
十
一 

広
島
市
南
区
大
須
賀
町
九
番
街
区
及
び
十
三
番
街
区 

三
十
二 

広
島
市
南
区
松
原
町
二
番
街
区
、
五
番
街
区
及
び
七
番
街
区
か
ら
十
二
番
街
区
ま
で 

三
十
三 

広
島
市
南
区
猿
猴
橋
町
三
番
街
区 

三
十
四 

広
島
市
南
区
京
橋
町
一
番
街
区
、
十
番
街
区
及
び
十
四
番
街
区 

三
十
五 

広
島
市
南
区
的
場
町
一
丁
目
一
番
街
区
、
二
番
街
区
及
び
十
一
番
街
区 

三
十
六 

広
島
市
南
区
金
屋
町
二
番
街
区
及
び
三
番
街
区 

三
十
七 

広
島
市
南
区
稲
荷
町
一
番
街
区
か
ら
五
番
街
区
ま
で
、
七
番
街
区
及
び
八
番
街
区 

三
十
八 

広
島
市
南
区
松
川
町
一
番
街
区
か
ら
三
番
街
区
ま
で 

 

備
考 

こ
の
表
に
掲
げ
る
街
区
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
に
お
け
る
も
の
と
し
、
こ
れ
を
基
準
と

し
た
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
区
域
の
範
囲
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
行
政
区
画
（
市
内
の

町
及
び
街
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
も
の

と
す
る
。

 
 

 

附 

則

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助



長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
て
風
俗
案
内
業
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
歓
楽
的
雰

囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
者
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
新
条
例
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域

で
風
俗
案
内
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
当
該
風
俗
案
内
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら

一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
新
条
例
第
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
あ
る
場
合
（
同
条
第
四
号
の
暴
力
団
員
で
あ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の

条
例
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
該
当
す
る
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
以
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
該
当

す
る
者
は
」
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
広
島
市
中
区
の
う
ち
銀
山
町
一
番
街
区
か
ら

四
番
街
区
ま
で
及
び
十
八
番
街
区
、
胡
町
一
番
街
区
、
四
番
街
区
及
び
五
番
街
区
、
堀
川
町
四
番
街
区
、

新
天
地
一
番
街
区
及
び
六
番
街
区
、
三
川
町
一
番
街
区
、
八
番
街
区
及
び
九
番
街
区
並
び
に
田
中
町
五

番
街
区
及
び
六
番
街
区
に
お
い
て
風
俗
案
内
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
当
該
風
俗
案
内
業
に

対
す
る
新
条
例
第
七
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
午
前
零
時
」
と
あ
る
の
は
「

午
前
一
時
」
と
す
る
。 

５ 

第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
接
待
風
俗
営
業
又
は
性
風
俗
特
殊
営
業
を

営
む
者
か
ら
風
俗
案
内
を
受
託
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風

俗
案
内
を
受
託
し
た
場
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
ま
で
に
」
と
、
「
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。 

６ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
旧
条
例
第
七
条
及
び
第
八
条
（
罰
則
を
含
む
。
）
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

７ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


